
利用料金表（基本料金） （事業所番号4490100619） R01.10.01改訂

介護度 看護小規模多機能型居宅介護費 介護保険適用額（自己負担額１割） 介護保険適用額（自己負担額２割）

要介護１ １２４，０１０円 １２，４０１円 ２４，８０２円

要介護２ １７３，５２０円 １７，３５２円 ３４，７０４円

要介護３ ２４３，９２０円 ２４，３９２円 ４８，７８４円

要介護４ ２７６，６５０円 ２７，６６５円 ５５，３３０円

要介護５ ３１２，９３０円 ３１，２９３円 ６２，５８６円

加算項目 自己負担額

初期加算 ３０円／１日

認知症加算Ⅰ ８００円／１月

認知症加算Ⅱ ５００円／１月

退院時共同指導加算 ６００円／１月

緊急時訪問看護加算 ５７４円／１月

特別管理加算 ５００円／１月

ターミナルケア加算 ２，０００円／１月

総合マネジメント体制強化加算 １，０００円／１月

サービス提供体制強化加算Ⅰ
イ

６４０円／１月

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×１０２/１０００円

介護職員等特定処遇改善加算
Ⅰ

所定単位数×１５/１０００円

若年性認知症利用者受入加算 ８００円／１月

訪問体制強化加算 １，０００円／１月

栄養スクリーニング加算 ５円／１回（６月に１回）

項目 内容
朝食        ３００円
昼食        ５５０円

おやつ        １００円
夕食        ５５０円

おむつ代
おむつを使用される方は、おむつ代の
実費が必要となります。

複写物の交付

お客様は、サービスの提供についての
記録をいつでも閲覧できますが、複写
物を必要とする場合には、実費をご負
担いただきます。

日常生活上必要となる諸費用
実費

日常生活品の購入等、お客様の日常生
活に要する費用で、お客様がご負担い
ただく事が適当と認められる場合は、そ
の費用をご負担いただく場合がありま
す。

所定単位数（基本サービス費に各種加算を加えた総単位数）×サービス別
加算率（15/1000）で得た数値が自己負担額となります。

所定単位数（基本サービス費に各種加算を加えた総単位数）×サービス別
加算率（102/1000）で得た数値が自己負担額となります。

若年性認知症の方を受け入れ、ご本人やそのご家族の希望を踏まえた介
護ｻｰﾋﾞｽを提供する場合に加算されます。また、ご利用者ごとに個別の担
当者を定めます。

全ての登録者に対する訪問ｻｰﾋﾞｽの提供回数が延べ200回/月以上の場合
加算されます。

6ヶ月ごとに栄養状態の確認を行い、ご利用者の栄養状態に関わる情報を
介護支援専門員に文章で共有した場合に加算されます

通常の事業実施区域外への送
迎

通常の事業実施区域外にお住まいの
方で、当事業所のサービス提供が承認
され利用を実施した場合は、お住まいと
事業所との間の送迎費用として。別途
料金をいただきます。

➀事業所から片道概ね３０㎞未満
                     ５００円
➁事業所から片道概ね３０㎞以上
                 １，０００円

宿泊費
宿泊の介護費用以外の実費としての費
用です。

室料     ２，０００円

１枚につき１０円

実費

介護保険の給付対象とならないサービス
利用料金

食材料費
お客様に提供する食事の材料費にか
かる費用です。

実費

病院又は介護老人保健施設を退院又は退所するに当たり、看護師等が退
院時共同指導を行った後、初回の訪問看護サービスを行った場合に加算さ
れます。

利用者等と２４時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問すること
となっていない緊急時における訪問を必要に応じて行った場合に加算され
ます。

特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行った場合に加
算されます。

在宅又は当事業所で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前１
４日以内に２日以上ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った
後、２４時間以内に病院等で死亡した場合を含む）に加算されます。

「通い・訪問・泊まり」を柔軟に組み合わせて提供するために、多職種が情
報共有を図りながら、多様な関係機関や地域住民等との調整や地域住民
等との交流等の取り組みを行った場合加算されます。

国が定める一定要件を満たし、なおかつ介護職員の総数の内、介護福祉
士の占める割合が５０％以上の場合加算されます。

看護多機能ホーム　ふじっこ　料金表

各種加算（加算料金）

備考
当事業所に登録した日から起算して３０日以内の期間に加算されます。
また、３０日を超える病院又は診療所への入院後に当事業所の利用を再び開始
した場合も同様に加算されます。

認知症日常生活自立度Ⅲ以上に該当する場合に加算されます。

要介護２に該当し、認知症日常生活自立度Ⅱに該当する場合に加算されま
す。


